別紙様式第９－５号
用途限定米穀の用途外使用に関する誓約書

年　　月　　日

　農林水産大臣　殿

　申請者（出荷販売事業者）の主たる

　事務所並びに販売所、事業所及び倉

　庫が一の地方農政局の管轄区域内の

　みにある場合は、当該地方農政局長

　用途限定米穀の用途外使用の申請に当たって、下記の事項を誓約します。

記

１　用途外使用の承認を受けた米穀の使用・出荷販売に当たっては、すべて承認された用途で行うこと。

２　申請の日からさかのぼって１年間に、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律又はこれに基づく命令の規定に違反する行為を行っていないこと。

３　用途外使用の承認を受けた米穀については、引き続き、米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令の用途限定米穀の取扱いその他の関係法令に定められた適正な取扱いをすること。

４　本誓約書を遵守していることを確認するために行われる農林水産省の職員による検査に協力すること。

５　輸出用として用途が限定されている米穀を主食用に用途変更する場合に当たっては、当該米穀に代替して輸出する主食用米を申請の日から１年以内に輸出すること。
６　本誓約書に違反する行為を行った場合は、違反者の名称や違反した事実が公表されるとともに、本承認が取り消されることに異存がないこと。
　　　　　　　　　　　　　申請者（出荷販売事業者）

住　　　　　所

商号、名称及び

代表者の氏名（個人の場合は、氏名）

申請者（承認後の出荷又は販売の相手方）

住　　　　　所

商号、名称及び

代表者の氏名（個人の場合は、氏名）

注１）当該米穀の出荷又は販売に際して仲介事業者を含めた契約を行う場合は、当該事業者も含めた誓約書を作成すること。
注２）低品位米の用途外使用申請の場合、出荷又は販売の相手方は別葉で提出可。










